
重い
4つの責任
①刑事上
②行政上
③民事上
④道義上

現代の車社会にあっては、人身事故を起こした場合に、強制保険、
任意保険ではカバーできない「誠意を示す」ために多額の出費が出
てまいります。特に「死亡事故」では被害者の遺族に対して賠償保
険金のみではなく、更に自己負担でどれだけ償いをしたか、遺族へ
の感情がどの程度加害者を許す気持ちになっているかが早期解決
へのポイントとなります。そうした「不慮の事故」に備え、いざという
時の為にお役立て頂くのが「まごころ共済」制度です。

任意保険だけで

大丈夫ですか?任意保険だけで

大丈夫ですか?任意保険だけで

大丈夫ですか?

（自動車事故費用共済制度）

■契約申込みについて

■補償期間について

■剰余金は契約者（組合員）へ還元

■個人情報の取扱について

■共済金請求書類

■掛金は損金・必要経費になります

■ご契約時及びご契約後の注意点

1.交通事故証明書または交通事故証明書不提出理由書（※）
（※この場合は車検証の写しを添付）

3.示談書（相手のある事故の場合）
2.写真及び修理見積書または修理業者の領収書

死亡事故の場合はすぐに香典、供花料、
葬儀費用等の諸費用が必要です。
事故速報の翌日にお支払します。

契約者のご要望により、事故確認後の翌日に30万円、
残額は、必要書類が提出された時、お支払します。

被害者へのお見舞いは何回すればいいと
いう問題ではありません。
相手に誠意を示すことが大事です。

お見舞いについては道義的な面で品代を必要とします。
この品代については自賠責、任意保険では支払対象とは
なりません。

3 示談をスムーズに進める為の活用に!

被害者との間に感情的な面が発生すると示談交渉に支障
が起こり、なかなか進展いたしません。場合によっては
お見舞金を必要とするケースがあります。

ご加入いただく場合は、組合員になっていただく為に、当初
200円の出資金が必要となります。尚、預金口座振替の場合、
掛金をご指定の預金口座からお払い込みいただく為に、預金
口座のお届け印が必要です。

■運転者の範囲
被共済自動車（契約自動車）を次に掲げる者が運転中の場合に限
り、事故により、自己または他人の生命もしくは身体を害したこ
とにより生じる共済契約者の経済的負担を補償します。
（1）ご契約者（ご契約者が法人であるときは、その理事、取締役も
　 しくはその他の機関にあるものとします。）
（2）ご契約者の同居の親族（ご契約者が法人であるときは除きます。）
（3）ご契約者が雇用している者。
（4）ご契約者が届け出た共済契約証書記載の運転者
（届出運転者　2名以内）

交通事故証明書、死亡診断書、医療証明書、支払証明書等、他の
保険に請求される場合、又車両事故共済金における修理業者
の領収書等、全てその写し（コピー）でかまいません。

契約者が法人の場合は、掛金は損金に算入でき、個人事業主の
場合は必要経費に算入できます。

申込書記載内容が事実と異なる場合は共済金をお支払できな
い場合があります。また、ご加入いただいているお車を変更さ
れたときは取扱代理所又は当組合までご連絡下さい。

新規でご契約の場合
申込日の翌日午前0時から翌年の申込月の末日24時までです。

継続でご契約の場合
現在のご契約が終了する翌月1日の午前0時から翌年の
　始期月前月の末日24時までです。

熊本県火災共済協同組合は営利を目的としておりません。剰余
金は、その年度中の収支掛金に応じて3月末日の在籍者にお
戻しすることがあります。但し、途中解約された方や共済金の
支払いを受け、その額が年間掛金を超えられた方は除きます。

当組合は、共済契約に関する個人情報を、共済契約の履行、当組
合の取扱う商品・サービスの案内・提供等を行うために取得・利
用し、業務委託先・再共済先に提供を行います。詳しくは当組合の
ホームページをご覧いただくか、当組合までお問合せ下さい。
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［相談・苦情・連絡窓口］
本　　　部：〒860－0801 熊本市中央区安政町3番13号（熊本県商工会館5階）
　　　　　  TEL.096－325－3411　FAX.096－354－0861

八代営業所：〒866－0862 八代市松江城町6番6号（八代商工会館2階）
　　　　　  TEL.0965－35－5686　FAX.0965－32－2249

天草営業所：〒863－0022 天草市栄町1番25号（本渡商工会館2階） 
　　　　　  TEL.0969－24－2516　FAX.0969－23－9039熊本県火災共済協同組合

R3.8 20,000




